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平成２１年度第１回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 
 

１ 日  時  平成２１年１１月９日（月）午後１時００分 ～ 午後３時００分 

２ 場  所  千葉中央コミュニティーセンター８階「若潮」 

３ 出 席 者  （委 員）鵜澤委員長、大迫委員、篠委員、中曽根委員、本橋委員 

（５０音順） 

       （事務局）山本財政局長、森契約課長、吉田検査課長、永嶋契約課主幹、

米華契約課課長補佐、東端契約第一係長、豊田契約第二係長、

小澤契約課主任主事、本間契約課主任技師、橋本契約課主事 

 

４ 議   題  各入札方式における契約手続の審議 

 

５ 報 告 事 項  入札・契約制度について 

指名停止状況について 

工事検査について 

 

６ 議事の概要 （１）議事録署名人について 

（２）入札・契約制度について 

（３）抽出議案の審議について 

（４）報告事項について 

 

７ 会議経過（発言の要約） 

 

午後１時００分開会 

 

（１）議事録署名人について 

 

鵜澤委員長の推薦により、大迫委員と中曽根委員に決定 

 

（２）入札・契約制度について 

 

○鵜澤委員長  事務局から、入札・契約制度について、報告をお願いします。 

 

○永嶋契約課主幹 （入札・契約制度について報告） 

 

質疑・応答 
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○鵜澤委員長  制限付一般競争入札の対象金額を２５０万円超に引き下げた理由は何で

すか。 

 

○森契約課長  １０月から指名競争入札を原則廃止し、制限付一般競争入札を２５０万

円超に拡大しました。それぞれメリット、デメリットあるところですが、

他市の状況や、市長等の事件を受けまして、できるだけ競争性、透明性、

公正性を高めることと、指名競争入札に比べ制限付一般競争入札のほうが

落札率も若干低いことから、制限付一般競争入札の拡大を図りました。 

 

（３）抽出事案の審議について 

 

案件１ 制限付一般競争入札「千葉市立登戸小学校屋内運動場耐震補強工事」 

案件２ 制限付一般競争入札「千葉市若葉消防署新築工事」 

案件３ 指 名 競 争 入 札「末広雨水ポンプ場雨水ポンプ２号更新工事」 

案件４ 随  意  契  約「千葉市立海浜病院薬剤室空調設備改修工事」 

 

○鵜澤委員長  それでは、審議に入らせていただきます。初めに今回の案件の抽出者で

あります本橋委員より、各案件の抽出理由の説明をお願いします。 

 

○本 橋 委 員  制限付一般競争入札の案件１では、入札参加者がなく、不調になった場

合の取扱いについて検討をしたいと思います。同じく案件２では、失格基

準の改正が千葉市にとって効率的なものなのかという視点から検討したい

と思います。 

指名競争入札の案件３では、最低制限価格が事後公表となったが、入札

参加者に分かり得る状況にあったのか、あるいは情報漏洩等の有無や最低

制限価格の算出が容易に行えるものだったのかということなどを検討した

いと思います。 

随意契約の案件４では、随意契約の範囲や予定価格の妥当性などを検討

したいと思います。 

 

○鵜澤委員長  それでは、案件１、２の制限付一般競争入札について説明をお願いします。 

 

○米華契約課補佐 （案件１、２についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○鵜澤委員長  まずは、案件１についてお願いします。 
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○本 橋 委 員  同一の入札参加資格要件で２度発注したが参加者がなく不調となり、参

加資格要件をＢランク業者からＡランク業者まで範囲を広げ再度の発注を

したものです。このように不調になった場合、千葉市の現状における取扱

いはどのようになっているのでしょうか。また、その手続きは、明確に千

葉市の取扱いとして規定されたものがあるのでしょうか。 

 

○森契約課長  不調となった場合の取扱いですが、契約課で工事担当課に不調となった

旨を通知し、工事担当課は積算内容を精査するとともに、工期等を勘案し、

再執行する場合は、契約課に改めて執行を依頼することになります。この

場合、積算内容を見直し設計金額が変わる場合と、特に見直さず設計金額

が変わらない場合の取扱いは異なります。 

設計金額が異なる場合は、基本的に工事内容が異なるため、前回と異な

る新たな工事として扱い、制限付一般競争入札で執行します。 

設計金額が変わらず工期に余裕がある場合は、初回と同一条件で制限付

一般競争入札で執行しますが、工期に余裕がない場合などは、資格要件を

緩和し制限付一般競争入札で発注できるかどうかを検討します。 

工期等に余裕がなく、資格要件等も緩和する余地もないということにな

れば、指名競争入札で執行することになります。 

不調になった場合の手続、再発注に係る具体的な決定方法や資格要件の

設定に関する規程は現在本市にはございません。過去の経験、工事の形態、

工期等により、適切なもの、最適なものを選んでおります。 

 

○本 橋 委 員  恣意的なことが入る余地のあるものは排除し、適正化を図るためにも、

取扱いを明示し、明確にしておいたほうがよいのではないか。 

 

○大 迫 委 員  上位のランクに拡大したわけですが、応募した８社のランクは何ですか。 

 

○森契約課長  すべてＡランク業者です。 

 

○大 迫 委 員  Ｂランク業者には手に余る難しい仕事だったのですか。 

 

○森契約課長  他にも屋内運動場耐震補強工事は、２１年度上半期で２９件、Ａランク

対象で４件、Ｂランク対象で２２件、ＡＢ混合で３件発注しています。Ｂ

ランクでは応募者が少なく、多くて４社、少ないと１社の応募となってい

ます。今まであまり経験が無いのかもしれません。特にこの登戸小につい

ては、立地場所が線路の横で敷地が狭く、重機の搬入道路も狭く、施工条

件が厳しいとのことです。推測の域を出ませんが、Ｂランク業者は、自社

の技術力では難しいという判断をされて、応募者がいなかったと考えてお
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ります。 

また、資格要件の設定にあたっては、裁量の余地、恣意的なものが入ら

ないようなかたちをとりたいと考えております。不調となった場合は、あ

る程度の想定ができるような手続き、流れを明文化して規程に定めておく

のは大変重要だと考えております。いくつかの条件に沿って手続きが決ま

ってくる面もありますので、今後、規程の制定に向けて検討させていただ

きたいと考えております。 

 

○本 橋 委 員  他の手続きについても、規程でない、今までの慣行等であるものがあれ

ば、明確にしておいたほうがよいのではないか。 

 

○森契約課長  基本的には、入札に関する手続は、法令等のほか、本市の各種契約に関

する規程に定めていると考えていますが、総合評価落札方式の採用や電子

入札の導入などにより、制度が複雑化し多様化する傾向にあります。 

その都度、想定される手続きを明文化していくことを検討していきたい。 

 

○大 迫 委 員  工事内容をみると難しい工事ではなさそうである。どういう点に困難な

ところがあったのか、調べておく必要があるのではないか。工事の内容も

踏まえて、ランクを設定したほうがよいのではないか。 

 

○森契約課長  工事担当課の話を聞くと、工事自体は、それほど難易度は高くはないと

考えます。この案件については、学校の立地条件や施工条件が相当厳しい

と聞いています。他の案件もそれほど難しくなく、Ｂランク業者の応募が

もっとあってもよかったと思うが、今年から本格的に始めた工事でもあり、

市の発注に応えてくれるところが無かったというのが実態です。 

 

○篠 委 員  工期に余裕が無ければ、指名競争入札とのことですが、裁量が入る余地

があるので、指名競争入札以外の別の方法は無いのでしょうか。 

 

○森契約課長  基本的には制限付一般競争入札ですべて執行したいと考えています。設

計を見直せず、資格要件も見直せず、工期が無い場合は、やむを得ず、指

名競争入札で行いますが、できる会社はすべて指名し、恣意的なことは入

らないようにしています。別の案件では、３０数社を指名したこともあり

ます。 

 

○中曽根委員  この工事は、夏休みを狙ったのですよね。最初の日程は、どうだったの

ですか。 
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○森契約課長  公告日は、１回目は５月１１日、２回目は５月２５日、３回目は６月  

２２日です。最初に決まっていれば、夏休み中に工事ができましたので、

契約が遅れ、学校にも迷惑がかかってしまいました。 

 

○鵜 澤 委 員 長  他に質問が無いようですので、案件２についてお願いします。 

 

○本 橋 委 員  失格基準の改正が、千葉市にとって効率的なものであるのか検討したい。

従来の制度であれば、低入札価格調査案件として弁明できる機会が設けら

れていたが、今回の改正では失格基準に該当すると、一律失格扱いとなっ

てしまう。さらに、平成２１年１０月１日より失格基準が改正され、より

厳しい基準となっている。 

企業それぞれ得意とする分野・事情があり、それを考慮する機会をなく

す改正は、千葉市にとって、はたして効率的であるといえるのかどうか。 

企業にとって、適正に妥当と考えられる積算を行った結果、失格となる

可能性がある改正は、千葉市にとって不効率とならないのでしょうか。 

 

○森契約課長  平成１９年７月から平成２０年度まで低入札価格特別重点調査制度を実

施し、この基準が失格基準に移行しました。２９項目の調査を行う制度で

したが、実際に書類を提出した会社は１社しかなく、その１社も失格して

いることから、事実上の失格基準として機能してきました。また、千葉県

も低入札価格特別重点調査制度を廃止し失格基準に移行していることから、

本市も妥当ではないかと判断し、失格基準に移行しています。 

業者がきちんと見積していれば、出来る可能性は否定できませんが、極

端な低価格受注による工事品質の低下、下請業者への皺寄せ、労働条件悪

化の防止を目的として失格基準を採用しているところです。ある一定の線

引きが必要と考えており、国がマクロ的に検証し導入している基準を準用

することで、この基準を下回った者が工事を施工するリスクは非常に大き

いという判断基準としております。 

 

○本 橋 委 員  予定価格の積算は妥当なのかというと、国の基準に準拠しているとなる

でしょうが、国の基準に準拠していればいいのでしょうか。どこかで検証

しなければいけないのではないでしょうか。 

 

○森契約課長  低入札調査基準価格を下回って落札した者が、どのくらいの工事成績を

あげているか、下請けに不当な皺寄せをしていないかということは、工事

担当課と連携を取りながら、データを蓄積していくしかないと考えます。 

 

○本 橋 委 員  今はどちらかというと、品質の向上ですとか、下請け業者の労働条件の
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悪化防止が主目的とされており、価格を下回るのは良くないだろうという

ことに重きを置くのは、時代の流れだとは思います。 

 

○大 迫 委 員  低入札をして品質を確保できない状態は避けていきたい。国、県、市と

同じ基準であるが、現時点では、こういうかたちで良いと思う。 

 

○森契約課長  本市独自の基準を設けられればよいのですが、本市は工事の件数が少な

いほうなので、全国レベルで考えられたマクロ的な国の基準を採用してい

ます。件数が増えれば、基準の妥当性を判断できるとは思うのですが。 

 

○中曽根委員  下請けへの皺寄せ防止ということですが、現場管理費が今回改正されて

いますが、こういうところが問題になっているのですか。 

 

○森契約課長  低入札が減らないという状況のなかで基準を上げたのですが、下請けへ

の皺寄せ防止ということでは、４項目のいずれの項目にも関わってくると

思いますが、労賃に関しては現場管理費が関連します。 

 

○中曽根委員  この案件では現場管理費で失格になっている業者はいないので、配慮さ

れていると考えてよいのでしょうか。 

また、６０％から７０％に上げると状況は変わるのでしょうか。 

 

○森契約課長  理由はつかみかねますが、積算上、他のところが圧縮されているだけで、

下請けへの皺寄せが防止されているとは言えない面があります。 

６０％から７０％に上げますと、下回るところが出て来ます。 

 

○永嶋契約課主幹  ６社が失格していますが、６社とも現場管理費は６０％から７０％の間

です。 

 

○中曽根委員  調査基準価格と失格基準の間に、直接工事費と共通仮設費は差があるの

ですが、現場管理費と一般管理費に差がないのは何故ですか。 

 

○森契約課長  品質の確保という面では全て大事です。材料の仕入先等は低入札価格調

査の中で調べられます。現場管理費と一般管理費は、結果として支払われ

たのかどうなのかを見極める必要があるので、両項目の割合には調査基準

価格と失格基準の間で差がなく、調査基準価格算定の段階から厳しくなっ

ていると思います。 

 

○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 
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無いようでしたら、続きまして案件３の指名競争入札について、事務局

から説明をお願いします。 

 

○米華契約課補佐 （案件３についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○本 橋 委 員  ３社が同値で、予定価格の８５％という最低制限価格と同額で応札を行

い、抽選の結果、落札者の決定を行った。事後公表である最低制限価格で

の応札が複数社あったという結果から、最低制限価格の情報が漏れていた

かどうかと、千葉市における入札に関する情報漏洩防止策について、お伺

いしたい。 

 

○森契約課長  情報漏れについては、市としては無いものと確信しております。 

業者が、工事内容と制度上から最低制限価格を類推できる可能性はある

と考えています。機械器具の工事では、過去の工事から、算定式で計算し

ますと８５％を上回る数字で出てくることが多くなっています。この案件

で計算しますと７３９万８千円で、予定価格の８５．８２％となります。

設定範囲は８５％までと決めていますから、８５％に引き下げた価格に設

定されます。このような算定式と設定範囲の関係を過去の工事内容から業

者が類推して、３社が同一の最低制限価格で応札したものと考えます。 

そこで、１０月からは最低制限価格の上限を８５％から９０％に引き上

げました。このことにより、業者にとって最低制限価格は分かりにくいも

のとなります。 

情報漏洩防止策としては、関係職員に対し契約課だけでなく工事担当課

に対しても常日頃から法令順守、コンプライアンスの徹底を指導しており

ます。なかなか具体的な対策はとりにくく、犯罪であることを訴えている

現状ですが、今後もコンプライアンスの徹底に努めていきたいと考えてい

ます。 

 

○本 橋 委 員  考えられる情報漏洩防止策は行っているが、それを超えること、罪を認

識して行うことまでの防止策はできないということですね。 

 

○森契約課長  工事担当課で設計書を作成し、執行伺いが決裁権者を経て契約課に回っ

てくるわけですが、その間では個人的なコンプライアンス違反以外では情

報の漏洩はありません。職員の法令順守意識の高揚に日々努めていきたい

と思います。 
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○大 迫 委 員  応募した会社はポンプを作れる会社ではないので、それぞれがポンプを

作れる会社に見積を依頼すると、似たような価格で出てくることはあり得

るのではないでしょうか。 

 

○森契約課長  積算内訳書は提出してもらいますが、積算の手法まではつかんでおりま

せん。工事担当課が見比べれば、どこから見積を取っているか分かるかも

しれませんが、同じでも違反ということではありません。 

 

○大 迫 委 員  製品のポンプを買ってきて、据える手間賃をプラスして見積もるのです

から、買う相手が一緒であれば、それほど金額は変わらないでしょう。 

 

○森契約課長  最低制限価格を事後公表にしていますので、できるだけ類推できない手

法を考えていきたいと思います。 

 

○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件４の随意契約について、事務局から

説明をお願いします。 

 

○米華契約課補佐 （案件４についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○本 橋 委 員  そもそも随意契約の範囲にこの案件が該当したかどうか、千葉市におけ

る随意契約の要件の妥当性を満たしたかどうかについて検討したい。 

次に、予定価格の妥当性について検討したい。仮に、この業者が見積等

に応じなかった場合の手続が明確なのか検討したい。 

また、本体工事完成以後のメンテナンス等で１社随契とならざるを得な

いのですが、そもそも本体工事の発注の仕様書・設計等で、その後のメン

テナンス等を考慮できないのか検討したい。 

この案件は病院内の薬剤室で２４時間連続使用しており、当該設備を熟

知した業者が当たるのが妥当であると一般的には考えられますが、以上３

点を検討したい。 

 

○森契約課長  随意契約の理由は、薬剤室の系統を工事するにあたり、他の系統も含め

て一部止める必要があることから、病院全体に影響するということで、業

務に精通している業者が妥当であろうということです。 

随意契約の根拠・要件については、地方公営企業法施行令に規定されて

いる「不動産の買入れ又は借入れ、地方公営企業が必要とする物品の製造、
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修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で

その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」に、随意契約

の理由が該当します。 

予定価格の妥当性ですが、千葉市の建築部で作っています、平成２０年

版建築工事積算基準に基づき、平成２１年４月の積算標準単価の単価によ

り積算された設計金額を基に設定しています。また、随意契約によらない

場合でも、この金額になります。 

見積に応じなかった場合ですが、随意契約の対象となる業者が存在しな

い場合は、他社による施工が可能となるような仕様・設計を新たに行い、

競争入札により執行することになります。病院に精通した業者を随意契約

で選んだということは、その業者でなければ相当なリスクが生じるわけで

すから、大きなリスクをもって一般競争にせざるを得ないということです。 

メンテナンス等ですが、新築時に将来的なメンテナンス・入札方式等を

考慮して仕様・設計をすべきというご質問だと思いますが、市有建築物の

新築・改修時においては、省エネを始めとする新技術の導入を念頭に、イ

ニシャルコスト及びランニングコスト等を勘案し設計、施工を行っていま

す。設備の寿命による更新だけでなく、１５～２０年と経過しますと技術

革新に伴う更新や用途変更に伴う改修等が想定されますので、当時として

は効率的な施設を整備するという理念のもとに設計が組まれているはずで

すが、結果的にこのようなメンテナンスについても随意契約にならざるを

得ない状況が生じてしまっているということです。 

 

○大 迫 委 員  電気設備関係の工事では、当初建設した業者への随意契約が長く続いて

きた。一般競争入札の導入により、かなり規模の大きい電気設備工事につ

いて、どう更新していくかが課題になっている。発注機関によっては、従

来からの随意契約ではなく、一般競争入札で取り組んでいるところもある。

受注する側がどう対応するかということになるが、極端な例では電気設備

関係では、公正取引委員会から言われているが、一般競争入札の手続きを

とっても今まで継続していた企業のみしか応札せず、結果的に１社入札が

多くなっている。 

 

○本 橋 委 員  一般的な仕事は、設計図が残っていれば、ある程度資質のある業者は一

般的にやれる。仕様書・設計書がなくなってしまった場合には、行った業

者、行った人の経験・知識に基づいてやらざるを得ないと思うのですが、

千葉市の場合は、仕様書・設計書はあるのだから、それを見て資質のある

業者が出来ないような工事であるならば、そもそも仕様書・設計書が大丈

夫なのかということになる。 
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○大 迫 委 員  設計書は標準化されていないということです。電気設備工事では会社ご

とに得意なやり方がある。だが、竣工図といって、出来上がりの図面を参

照すれば、技術者であれば対応できると思う。スピードや効率の問題があ

るが、対応していくのではないかと思う。 

 

○本 橋 委 員  標準的・一般的な仕様で誰でもできで、施工能力の高いところが低コス

トで行えれば、それが一番いいと思う。特殊な技術を要しなければできな

いようなものを、そもそも行政が発注しなくてはいけないのかと個人的に

は思う。発注するときに、なるべく誰でもできるような技術で、長持ちし

て、安い値段で出来ればよいと、その後も随意契約しないで出来るように

なるのではないかということです。 

 

○森契約課長  新設当時から、仕様を標準化して、後々のメンテナンス・改修を低コス

トで競争性を高めて行うというのはよいことです。病院やプラントは新設

の段階から非常に複雑なものがあるようで、後々の改修を他の業者にやら

せるのは非常に難しい面もあると聞いております。ひとつの契約手法とし

ては、下水の浄化センターのプラントなどは、包括的な維持管理業務委託

契約をしまして、オーバーホール又は改修を含めて、一番合理的な効率的

な仕様の者と契約する手法を徐々に取り入れ始めています。病院の工事で

最初からこれをやると、非常にノウハウも必要でしょうから、どれが一番

将来的なリスクを負わないで、競争性を高めながら改修できるのか、比較

判断が難しいと思います。 

 

○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、以上で入札方式別契約手続の審議を終わらせていた

だきます。 

 

（４）報告事項について 

 

○鵜澤委員長  次に事務局から、指名停止状況及び工事検査について、報告をお願いし

ます。 

 

○永嶋契約課主幹 （指名停止状況について報告） 

 

○吉田検査課長 （工事検査について報告） 

 

質疑・応答 
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○中曽根委員  ２０年度の完成検査で、土木でＥ（６０点未満）のところが１社ありま

すが、この業者は現在どういう扱いになっているのですか。 

 

○吉田検査課長  工程管理、安全対策、対外交渉の関係とか、住民に迷惑がかかり、住民

からの苦情が多いということで、工事担当課で減点されております。 

 

○森契約課長  指名停止措置要領の中では、６０点未満の工事については、２～３か月

の指名停止となっています。 

 

○中曽根委員  この業者は、いつから指名停止になったのですか。 

 

○東端契約課係長  工事点数が出た時点で通知がまいりますので、それをもって契約課が指

名停止しております。最長でも３か月になりますので、既に終わっており

ます。 

 

○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 

無いようですので、これで終了させて頂きます。次回の審議案件抽出委

員を中曽根委員にお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

 

○中曽根委員  お受けします。 

 

○鵜澤委員長  中曽根委員よろしくお願いしいたします。これで本日の委員会の審議を

終了させていただきます。 

 

○森契約課長  本日は長時間に亘る慎重なご審議をいただき、まことにありがとうござ

いました。 

 

午後３時００分閉会 

 

 

 



 １２
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